
 

  

 

 

事 務 連 絡 

令和２年 12 月 28 日 

 

 

地方厚生(支)局 

保険年金（企業年金）課 宛て  

   

 

厚生労働省年金局 

企業年金・個人年金課  

 

 

国民年金基金規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第 211 号）の施

行に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について 

 

 

本日、国民年金基金規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第 211 号）が

公布され、同日に施行されることとなったところである。 

これに伴い、「確定給付企業年金規約例」を別添のとおり改正することとしたので、貴

管下の確定給付企業年金の実施事業所の事業主及び基金の指導について遺憾のないよう

配慮されたい。 

 

 

 



 

  

別添 

確定給付企業年金規約例 

新旧対照表 

網掛部分が改正箇所 

新 旧 

 確定給付企業年金規約例 

第１～第４ （略） 

規約型確定給付企業

年金規約例 

企業年金基金規約例 趣旨 留意事項 

（略） （略） （略） （略） 

第２章 加入者 第４章 加入者   

（略） （略） （略） （略） 

（代替例７）一定の

勤続期間を有する

厚生年金保険の被

保険者のみを加入

者とすることを原

則としつつ、受換

者となることがで

きる者であって、

受換者となること

を希望するものに

ついては、特例的

に加入者とする場

合 

第３条 本制度の加

入者は、実施事業所

に使用される厚生

年金保険の被保険

者（法第２条第３項

に規定する厚生年

金保険の被保険者

をいう。以下同じ。）

のうち、実施事業所

（代替例７）一定の

勤続期間を有する

厚生年金保険の被

保険者のみを加入

者とすることを原

則としつつ、受換

者となることがで

きる者であって、

受換者となること

を希望するものに

ついては、特例的

に加入者とする場

合 

第３９条 基金の加

入者は、実施事業所

に使用される厚生

年金保険の被保険

者（法第２条第３項

に規定する厚生年

金保険の被保険者

をいう。以下同じ。）

のうち、実施事業所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 確定給付企業年金規約例 

第１～第４ （略） 

規約型確定給付企業

年金規約例 

企業年金基金規約例 趣旨 留意事項 

（略） （略） （略） （略） 

第２章 加入者 第４章 加入者   

（略） （略） （略） （略） 

（代替例７）一定の

勤続期間を有する

厚生年金保険の被

保険者のみを加入

者とすることを原

則としつつ、受換

者となることがで

きる者であって、

受換者となること

を希望するものに

ついては、特例的

に加入者とする場

合 

第３条 本制度の加

入者は、実施事業所

に使用される厚生

年金保険の被保険

者（法第２条第３項

に規定する厚生年

金保険の被保険者

をいう。以下同じ。）

のうち、実施事業所

（代替例７）一定の

勤続期間を有する

厚生年金保険の被

保険者のみを加入

者とすることを原

則としつつ、受換

者となることがで

きる者であって、

受換者となること

を希望するものに

ついては、特例的

に加入者とする場

合 

第３９条 基金の加

入者は、実施事業所

に使用される厚生

年金保険の被保険

者（法第２条第３項

に規定する厚生年

金保険の被保険者

をいう。以下同じ。）

のうち、実施事業所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 



 

  

に使用されるに至

った日（当該使用さ

れるに至った日に

おいて厚生年金保

険の被保険者でな

い場合にあっては、

厚生年金保険の被

保険者となった日）

から起算して５年

を経過した者及び

受換者（第６９条に

規定する受換者を

いう。以下この条及

び次条において同

じ。）となることが

できる者（連合会

（第１１条第７項

に規定する連合会

をいう。）からの積

立金又は年金給付

等積立金等（平成２

５年改正法附則第

５５条第１項に規

定する年金給付等

積立金等をいう。以

下同じ。）の移換に

より受換者となる

ことができる者を

除く。次条において

同じ。）であって、

受換者となること

を希望するものと

する。 

 

に使用されるに至

った日（当該使用さ

れるに至った日に

おいて厚生年金保

険の被保険者でな

い場合にあっては、

厚生年金保険の被

保険者となった日）

から起算して５年

を経過した者及び

受換者（第１０５条

に規定する受換者

をいう。以下この条

及び次条において

同じ。）となること

ができる者（連合会

（第４７条第６項

に規定する連合会

をいう。）からの積

立金又は年金給付

等積立金等（平成２

５年改正法附則第

５５条第１項に規

定する年金給付等

積立金等をいう。以

下同じ。）の移換に

より受換者となる

ことができる者を

除く。次条において

同じ。）であって、

受換者となること

を希望するものと

する。 

（略） （略） （略） （略） 

第４章 給付 第６章 給付   

第１節 通則 第１節 通則   

（略） （略） （略） （略） 

に使用されるに至

った日（当該使用さ

れるに至った日に

おいて厚生年金保

険の被保険者でな

い場合にあっては、

厚生年金保険の被

保険者となった日）

から起算して５年

を経過した者及び

受換者（第６９条に

規定する受換者を

いう。以下この条及

び次条において同

じ。）となることが

できる者（連合会

（第６０条第１項

に規定する連合会

をいう。）からの積

立金又は年金給付

等積立金等（平成２

５年改正法附則第

５５条第１項に規

定する年金給付等

積立金等をいう。以

下同じ。）の移換に

より受換者となる

ことができる者を

除く。次条において

同じ。）であって、

受換者となること

を希望するものと

する。 

 

に使用されるに至

った日（当該使用さ

れるに至った日に

おいて厚生年金保

険の被保険者でな

い場合にあっては、

厚生年金保険の被

保険者となった日）

から起算して５年

を経過した者及び

受換者（第１０５条

に規定する受換者

をいう。以下この条

及び次条において

同じ。）となること

ができる者（連合会

（第９６条第１項

に規定する連合会

をいう。）からの積

立金又は年金給付

等積立金等（平成２

５年改正法附則第

５５条第１項に規

定する年金給付等

積立金等をいう。以

下同じ。）の移換に

より受換者となる

ことができる者を

除く。次条において

同じ。）であって、

受換者となること

を希望するものと

する。 

（略） （略） （略） （略） 

第４章 給付 第６章 給付   

第１節 通則 第１節 通則   

（略） （略） （略） （略） 



 

  

（裁定） 

第１１条 （略） 

２～６ （略）  

〔７ 前３項の規定

にかかわらず、事業

主の委託を受けた

企業年金連合会（法

第９１条の２第１

項に規定する企業

年金連合会をいう。

以下「連合会」とい

う。）が住民基本台

帳法（昭和４２年法

律第８１号）第３０

条の９の規定によ

り受給権者に係る

機構保存本人確認

情報（同条に規定す

る機構保存本人確

認情報をいう。以下

同じ。）の提供を受

けた場合であって、

事業主により当該

受給権者に係る生

年月日の確認が行

われたときは、第４

項の請求書に基本

添付書類を添付す

る こ と を 要 し な

い。〕 

 

（裁定） 

第４７条 （略） 

２～５ （略） 

〔６ 前３項の規定

にかかわらず、基金

の委託を受けた企

業年金連合会（法第

９１条の２第１項

に規定する企業年

金連合会をいう。以

下「連合会」とい

う。）が住民基本台

帳法（昭和４２年法

律第８１号）第３０

条の９の規定によ

り受給権者に係る

機構保存本人確認

情報（同条に規定す

る機構保存本人確

認情報をいう。以下

同じ。）の提供を受

けた場合であって、

基金により当該受

給権者に係る生年

月日の確認が行わ

れたときは、第３項

の請求書に基本添

付書類を添付する

ことを要しない。〕 

 

（略） 

 

（略） 

○ 規第１１条

第７項（基第４

７条第６項）は、

基本添付書類を

住基ネット情報

で代替する場合

の例であるこ

と。 

（略） （略） （略） （略） 

第８章 年金通算 第１０章 年金通算   

 第１節 脱退一時

金相当額の移換 

 第１節 脱退一時

金相当額の移換 

 （略） 

（中途脱退者の選

択） 

〔第６０条〕本制度の

（中途脱退者の選

択） 

〔第９６条〕この基金

 

（略） 

 

（略） 

 

（裁定） 

第１１条 （略） 

２～６ （略）  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裁定） 

第４７条 （略） 

２～５ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（略） 

（新設） 

（略） （略） （略） （略） 

第８章 年金通算 第１０章 年金通算   

 第１節 脱退一時

金相当額の移換 

 第１節 脱退一時

金相当額の移換 

 （略） 

（中途脱退者の選

択） 

〔第６０条〕本制度の

（中途脱退者の選

択） 

〔第９６条〕この基金

 

（略） 

 

（略） 

 



 

  

事業主は、中途脱

退者（本制度の加

入者の資格を喪

失した者であっ

て、第２６条に該

当するものをい

う。以下同じ。）

に対して、次の各

号のいずれかを

選択させ、その選

択に従い、当該中

途脱退者に係る

脱退一時金の支

給〔若しくは支給

の繰下げ〕又は脱

退一時金相当額

の移換をする。 

  一 （略） 

  二 第６４条第

１項の規定に

基づき、速やか

に、脱退一時金

相当額を連合

会へ移換する

ことを申し出

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

  三～五 （略） 

２ （略） 

は、中途脱退者

（基金の加入者

の資格を喪失し

た者であって、第

６２条に該当す

るものをいう。以

下同じ。）に対し

て、次の各号のい

ずれかを選択さ

せ、その選択に従

い、当該中途脱退

者に係る脱退一

時金の支給〔若し

くは支給の繰下

げ〕又は脱退一時

金相当額の移換

をする。 

一 （略） 

  二 第１００条

第１項の規定

に基づき、速や

かに、脱退一時

金相当額を連

合会へ移換す

ることを申し

出ること。 

 

 

 

 

 

 

 

  三～五 （略） 

２ （略） 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

第１０章 雑則 第１３章 雑則   

事業主は、中途脱

退者（本制度の加

入者の資格を喪

失した者であっ

て、第２６条に該

当するものをい

う。以下同じ。）

に対して、次の各

号のいずれかを

選択させ、その選

択に従い、当該中

途脱退者に係る

脱退一時金の支

給〔若しくは支給

の繰下げ〕又は脱

退一時金相当額

の移換をする。 

  一 （略） 

  二 第６４条第

１項の規定に

基づき、速やか

に、脱退一時金

相当額を企業

年金連合会（法

第９１条の２

第１項に規定

する企業年金

連合会をいう。

以下「連合会」

という。）へ移

換することを

申し出ること。 

 

  三～五 （略） 

２ （略） 

は、中途脱退者

（基金の加入者

の資格を喪失し

た者であって、第

６２条に該当す

るものをいう。以

下同じ。）に対し

て、次の各号のい

ずれかを選択さ

せ、その選択に従

い、当該中途脱退

者に係る脱退一

時金の支給〔若し

くは支給の繰下

げ〕又は脱退一時

金相当額の移換

をする。 

一 （略） 

  二 第１００条

第１項の規定

に基づき、速や

かに、脱退一時

金相当額を企

業年金連合会

（法第９１条

の２第１項に

規定する企業

年金連合会を

いう。以下「連

合会」という。）

へ移換するこ

とを申し出る

こと。 

  三～五 （略） 

２ （略） 

 

 

（略） （略） （略） （略） 

第１０章 雑則 第１３章 雑則   



 

  

（略） （略） （略） （略） 

（届出） 

第９１条 （略） 

２ （略） 

〔３ 年金給付の受

給権者は、毎年１回

生存に関する届書

を事業主に提出し

なければならない。

ただし、事業主の委

託を受けた連合会

が住民基本台帳法

第３０条の９の規

定により年金給付

の受給権者に係る

機構保存本人確認

情報の提供を受け

た場合であって、事

業主により生存の

事実が確認された

者は、この限りでな

い。〕 

 

 

 

 

 

（届出） 

第１２８条 （略） 

２ （略） 

〔３ 年金給付の受

給権者は、毎年１回

生存に関する届書

をこの基金に提出

しなければならな

い。ただし、この基

金の委託を受けた

連合会が住民基本

台帳法第３０条の

９の規定により年

金給付の受給権者

に係る機構保存本

人確認情報の提供

を受けた場合であ

って、この基金によ

り生存の事実が確

認された者は、この

限りでない。〕 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

附 則 附 則   

（略） （略） （略） （略） 

（存続連合会） 

第７条 第１１条第

７項に規定する連

合会は、平成２５年

改正法附則第７０

条に規定する連合

会の設立までの間、

同法附則第３条第

（存続連合会） 

第１１条 第４７条

第６項に規定する

連合会は、平成２５

年改正法附則第７

０条に規定する連

合会の設立までの

間、同法附則第３条

  

（略） （略） （略） （略） 

（届出） 

第９１条 （略） 

２ （略） 

〔３ 年金給付の受

給権者は、毎年１回

生存に関する届書

を事業主に提出し

なければならない。

ただし、事業主の委

託を受けた連合会

が住民基本台帳法

（昭和４２年法律

第８１号）第３０条

の９の規定により

年金給付の受給権

者に係る機構保存

本人確認情報（同条

に規定する機構保

存本人確認情報を

いう。）の提供を受

けた場合であって、

事業主により生存

の事実が確認され

た者は、この限りで

ない。〕 

 

（届出） 

第１２８条 （略） 

２ （略） 

〔３ 年金給付の受

給権者は、毎年１回

生存に関する届書

をこの基金に提出

しなければならな

い。〔ただし、この

基金の委託を受け

た連合会が住民基

本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第

３０条の９の規定

により年金給付の

受給権者に係る機

構保存本人確認情

報（同条に規定する

機構保存本人確認

情報をいう。）の提

供を受けた場合で

あって、この基金に

より生存の事実が

確認された者は、こ

の限りでない。〕 

 

（略） 

 

 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

附 則 附 則   

（略） （略） （略） （略） 

（存続連合会） 

第７条 第６０条に

規定する連合会は、

平成２５年改正法

附則第７０条に規

定する連合会の設

立までの間、同法附

則第３条第１３号

（存続連合会） 

第１１条 第９６条

に規定する連合会

は、平成２５年改正

法附則第７０条に

規定する連合会の

設立までの間、同法

附則第３条第１３

  



 

  

１３号に規定する

存続連合会とする。 

第１３号に規定す

る存続連合会とす

る。 

 

（略） （略） （略） （略） 
 

に規定する存続連

合会とする。 

号に規定する存続

連合会とする。 

 

 

（略） （略） （略） （略） 
 

 

 


